
No 項目 具体的な取引例 

チェック欄 

YES 
該当

なし 

１ 会計方針の

取扱い 

新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用す

るか、適用初年度の期首の利益剰余金に加減し、当

該期首残高から新たな会計方針を適用するか（下記

２を検討）を決定したか。 

－   

２ 会計方針の

取扱い 

〈新たな会計方針を適用初年度の期首の利益剰余金

に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用

した場合〉 

➢ 収益基準及び収益指針適用前の取引について、

新基準に従って会計処理しなければいけない取引

はないか検討したか。 

➢ 短信、事業報告書、有価証券報告書及び四半期

報告書の経理の状況より前の記載において、前期

比較を用いて損益の状況を説明する場合、収益基

準及び収益指針の適用による影響を記載したか。 

－   

３ 【STEP１】 

契約の識別 

➢ 同一の顧客（当該顧客の関連当事者を含む）と

同時又はほぼ同時に締結した複数の契約で、複数

の契約を結合し、単一の契約とみなして会計処理

するものがないか検討したか。 

➢ 関連当事者の範囲を検討したか。 

➢ 「同時又はほぼ同時」の時期を検討したか。 

・商品又は製品

の販売契約と保

守サービス契約

を同時に締結 

・ソフトウェアのライ

センス販売とカス

タマイズサービス

契約を同時に

締結 

・工事契約を複

数に分けている

場合 

・受注製作のソフ

トウェアで契約を

複数に分けてい

る場合 

  

４ 【STEP１】 

契約の識別 

契約の結合の代替的な取扱いを検討したか。 

 

【代替的な取扱い】 

✓ 以下の（１）及び（２）のいずれも満たす場合、

複数の契約を結合しないことができる。 

（１）顧客との個々の契約が当事者間で合意さ 

れた取引の実態を反映する実質的な取引 

の単位であると認められること 

（２）顧客との個々の契約における財又はサービ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



No 項目 具体的な取引例 

チェック欄 

YES 
該当

なし 

スの金額が合理的に定められていることによ 

り、当該金額が独立販売価格と著しく異な 

らないと認められること 

✓ 工事契約及び受注制作のソフトウェアで、当事者

間で合意された実質的な取引の単位を反映するよ

うに複数の契約（異なる顧客と締結した複数の契

約や異なる時点に締結した複数の契約を含む）を

結合した際の収益認識の時期及び金額と、当該

複数の契約について結合しない場合の収益認識の

時期及び金額との差異に重要性が乏しいと認めら

れる場合、複数の契約を結合し、単一の履行義務

として識別することができる。 

 

 

 

・ビル工事で、各

テナントごとに工

事契約を締結し

ている場合（各

テナントは関連

当事者ではな

い） 

５ 【STEP１】 

契約の識別 

契約の変更がある場合、どの会計処理にする必要があ

るか検討したか。 

 

【契約変更の会計処理】 

（１）元々の契約と変更契約が実質的に独立した契

約である場合 

元々の契約と変更契約を、それぞれ独立した

（別の）契約として会計処理する。 

 

（２）元々の契約と変更契約が実質的に独立した契

約ではない場合 

（ⅰ）元々の契約を解約し、新たな契約を締結し

たものと仮定して会計処理する。 

（ⅱ）契約変更を元々の契約の一部と仮定して会

計処理する。 

（ⅲ）上記（ⅰ）と（ⅱ）の組み合わせ 

 

【重要性が乏しい場合】 

契約変更による財又はサービスの追加が既存の契約内

容に照らして重要性が乏しい場合、上記（１）、

（２）（ⅰ）及び（ⅱ）のいずれの方法を適用する

ことができる。 

・契約範囲の変

更 

・契約価格の変

更 

・追加工事、サー

ビス追加に伴う

契約の追加 

・仕様変更 

  

６ 【STEP２】 

履行義務の

識別 

契約（複数の契約を結合した後の契約群も含む）の

中に複数の履行義務がないか検討したか。 

 

【重要性が乏しい場合】 

約束した財又はサービスが、顧客との契約の観点で重

・一括請負契約 

・ソフトウェアライセ

ンスの販売と各

種サービス（イ

ンストールサービ

  



No 項目 具体的な取引例 

チェック欄 

YES 
該当

なし 

要性が乏しい場合、当該約束を履行義務として識別し

ないことができる。 

 

【出荷及び配送活動】 

顧客が商品又は製品に対する支配を獲得した後に行

う出荷及び配送活動については、履行義務として識別

しないことができる。 

ス、ソフトウェアア

ップデート、テク

ニカルサポートな

ど）の提供 

・設備の販売と据

付サービスの提

供 

・財又はサービス

の提供とそれに

対する保証 

・特許権のライセ

ンス供与と製造

サービスの提供 

・フランチャイズの

ライセンス供与と

設備の提供 

・請求済未出荷

契約 

７ 【STEP３】 

取引価格の

算定 

取引価格に第三者のために回収する額が含まれていな

いか検討したか。 

・消費税 

・たばこ税 

  

８ 【STEP３】 

取引価格の

算定 

➢ 取引価格に変動対価がないか検討したか。 

➢ 変動対価の見積り方法を検討したか。 

・値引き 

・リベート 

・販売手数料 

・インセンティブ 

・仮単価、仮価

格 

・ペナルティー 

・業績に基づく割

増金 

・返品権付きの

販売、 

  

９ 【STEP３】 

取引価格の

算定 

➢ 契約において重要な金融要素がないか検討した

か。 

➢ 重要な金融要素がある場合、金利相当分を除い

た現金販売価格で収益を認識したか（割引計算

を行ったか）。 

 

【重要性が乏しい場合】 

・割賦販売 

・長期工事契約 

  



No 項目 具体的な取引例 

チェック欄 

YES 
該当

なし 

対価の回収期間１年以内であれば金利相当分を調

整しないことができる。 

 

【割賦基準での収益認識】 

割賦金の回収期限の到来日又は入金日に収益を認

識することは認められない。 

10 【STEP３】 

取引価格の

算定 

➢ 取引価格に現金以外の対価がないか検討したか。 

➢ 現金以外の対価がある場合、対価を時価により算

定したか。 

－   

11 【STEP３】 

取引価格の

算定 

➢ 顧客に支払われる対価がないか検討したか。 

➢ 顧客に支払われる対価に変動対価（変動要素）

がないか検討したか。 

➢ 顧客に支払われる対価を売上から控除して会計処

理したか。 

・リベート 

・販売手数料 

・キャッシュバック 

・値引き 

・棚代 

・広告宣伝費の

補填 

・クーポン、バウチ

ャー 

・協賛金 

・売上割引 

  

12 【STEP４】 

履行義務へ

の取引価格

の配分 

➢ 複数の履行義務がある場合、取引価格全体を各

履行義務の独立販売価格の比率により各履行義

務に配分したか。 

➢ 独立販売価格をどのように算定又は見積もるかを

検討したか。 

 

【独立販売価格】 

「独立販売価格」とは、財又はサービスを独立して企業

が顧客に販売する場合の価格をいう。 

－   

13 【STEP４】 

履行義務へ

の取引価格

の配分 

値引きについて、各履行義務への配分を行ったか。 －   

14 【STEP４】 

履行義務へ

の取引価格

の配分 

変動対価について、各履行義務への配分を行ったか。 －   

15 【STEP４】 

履行義務へ

事後的な取引価格の変動について、各履行義務への

配分を行ったか（既に充足した履行義務に配分された

－   



No 項目 具体的な取引例 

チェック欄 

YES 
該当

なし 

の取引価格

の配分 

額については、取引価格が事後的に変動した期に修正

を行ったか（反映したか））。 

16 【STEP５】 

履行義務の

充足による収

益の認識 

一時点で充足される履行義務であるか（下記17を検

討）、又は一定の期間にわたり充足する履行義務か

（下記 18 を検討）を検討したか。 

－   

17 【STEP５】 

履行義務の

充足による収

益の認識 

〈一時点で充足される履行義務の場合〉 

➢ 顧客に資産に対する支配が移転する時点を検討し

たか。 

➢ 国内販売において出荷基準、着荷基準を採用す

ることができるか検討したか。 

➢ 割賦基準は採用することはできないため、どの時点

で収益認識すべきか検討したか。 

 

【出荷基準・着荷基準】 

商品又は製品の国内の販売において、出荷時から支

配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であ

る場合には、出荷時や着荷時に収益を認識することが

できる。 

・海外輸出取引 

・出荷基準及び

着荷基準取引 

・割賦基準取引 

  

18 【STEP５】 

履行義務の

充足による収

益の認識 

〈一定の期間にわたり充足する履行義務の場合〉 

➢ 進捗度の測定方法（アウトプット法又はインプット

法）をどれにするか決定したか。 

➢ アウトプット法及びインプット法の欠点を考慮したか。 

➢ 契約の初期段階において、履行義務の充足に係る

進捗度を合理的に見積もることができない場合、原

価回収基準（費用と同額の売上を計上する方

法）を採用することを検討したか。 

➢ 工事完成基準を適用する場合、対象工事の範囲

（期間、金額等）を決定したか。 

 

【アウトプット法】 

例示：生産単位数、引渡単位数等 

欠点：履行義務の充足に係る進捗度を見積もるため

に使用されるアウトプットが直接的に観察できな

い場合があり、過大なコストをかけないとアウトプ

ット法の適用に必要な情報が利用できない場

合がある 

【インプット法】 

例示：労働時間、発生した費用、かかった時間、機械

・工事契約 

・受注制作のソフ

トウェア 

・コンサルティング

サービス 

・電気又はガス提

供契約 

  



No 項目 具体的な取引例 

チェック欄 

YES 
該当

なし 

の使用時間等 

欠点：インプットと財又はサービスに対する支配の顧客

への移転との間に直接的な関係がない場合が

ある 

 

【原価回収基準】 

契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進

捗度を合理的に見積もることができない場合には、当

該契約の初期段階に収益を認識せず（原価回収基

準を採用せず）、当該進捗度を合理的に見積もること

ができる時から収益を認識することができる。 

 

【工事完成基準】 

期間がごく短い工事契約及び受注制作のソフトウェアに

限り、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識

することができる。 

 

【毎月の検針による使用量に基づく収益認識】 

検針日から決算日までの使用料を見積もり、収益を認

識する。 

19 本人 ・代理

人 

履行義務ごとに「本人」に該当するか、「代理人」に該

当するか（下記 20 を検討）、検討したか。 

 

【本人と判定する際に考慮する指標の例示】 

（１）財又はサービスを提供するという約束の履行に

対して主たる責任を有しているか。 

（２）在庫リスクを有しているか。 

（３）財又はサービスの価格の設定において裁量権を

有しているか。 

 

※信用リスクは代理人であるという判定を覆すため

に利用される可能性があるため、本人の判定の

際には考慮しない。 

－   

20 本人 ・代理

人 

〈代理人に該当する場合〉 

売上を純額で会計処理したか（売上と売上原価を相

殺したか）。 

 

【本人の場合】 

売上と売上原価について、総額で会計処理する。 

・卸売業の直送

取引 

・小売業の消化

仕入 

  



No 項目 具体的な取引例 

チェック欄 

YES 
該当

なし 

21 財又はサービ

スに対する保

証 

➢ 契約に財又はサービスに対する保証が当該財又は

サービスが合意された仕様に従っているという保証

（法律で要求されている保証）又は、保証サービ

ス（顧客にサービスを提供する保証）が含まれてい

ないか検討したか。 

➢ 財又はサービスに対する保証が当該財又はサービス

が合意された仕様に従っているという保証（製品保

証など）のみである場合、引当金として会計処理し

たか。 

➢ 保証サービスがある場合、１つの履行義務として識

別することを検討したか。 

・(保証サービス)

製品の操作方

法について訓練

サービスを受ける

権利の提供 

・(保証サービス)

家電量販店に

おける延長保証 

・(合意された仕

様に従っていると

いう保証又は保

証サービス)欠

陥商品の交換 

  

22 返品権付き

販売 

➢ 返品権付き販売がないか検討したか。 

➢ 返品調整引当金は計上できないことを検討したか。 

➢ 返品されると見込まれる商品・製品の対価について

は、収益を認識せず、返金負債を認識したか。 

➢ 返金負債の決済時に顧客から商品・製品を回収す

る権利について返品資産を認識したか。 

➢ 正常品と交換するために欠陥のある商品又は製品

を顧客が返品することができる契約は、上記 21「財

又はサービスに対する保証」に従って会計処理した

か。 

・出版業 

・音楽業 

・医薬品販売業 

  

23 追加的な財

又はサービス

に対する顧客

のオプション 

➢ 顧客との契約において、既存の契約（商品・製品

の販売やサービスの提供）に加えて追加の財又は

サービスを取得するオプションを顧客に付与する場

合、そのオプションが当該契約を締結しなければ顧

客が受け取れない重要な権利を顧客に提供するも

のであるか検討したか。 

➢ ポイント等について１つの履行義務（契約負債）

として識別したか。 

➢ ポイント部分（契約負債）へ取引価格を配分する

際に、原価ベースではなく、販売価格ベースで配分

したか。 

・ポイント制度 

・販売インセンティ

ブ 

・顧客特典クレジ

ット 

・契約更新オプシ

ョン 

  

24 顧客により行

使されない権

利（非行使

部分） 

➢ 顧客から企業に、返金が不要な前払いがなされた

場合、将来において企業から財又はサービスを受け

取る権利が顧客に付与され、企業は当該財又はサ

ービスを移転する（又は移転するための準備を行

う）義務を負うが、顧客は当該権利のすべてを行

・商品券 

・プリペイドカード 

  



No 項目 具体的な取引例 

チェック欄 

YES 
該当

なし 

使しない場合があるか検討したか。 

➢ 顧客により行使されない権利（非行使部分）につ

いて、商品券等の販売時点では契約負債を認識

し、その後、権利行使のパターンに従い、収益を認

識したか。 

25 返金が不要

な契約におけ

る取引開始

日における顧

客からの支払 

➢ 顧客が契約において取引開始日又はその前後に、

返金が不要な支払が必要となる取引があるか検討

したか。 

➢ 顧客からの支払が「約束した財又はサービスの移転

を生じさせるものか」、又は「将来の財又はサービス

の移転に対するものか」を検討したか。 

➢ 顧客からの支払が「約束した財又はサービスの移転

を生じさせるもの」である場合、その財又はサービスを

提供した時点で収益を認識したか。 

➢ 顧客からの支払が「将来の財又はサービスの移転に

対するもの」である場合、将来の財又はサービスを

提供する期間にわたり収益を認識したか。 

・スポーツクラブ会

員契約の入会

手数料 

・ゴルフ場の入会

金 

・不動産賃貸に

おける礼金 

・電気通信契約

の加入手数料 

・サービス契約の

セットアップ手数

料 

・供給契約の当

初手数料 

  

26 ライセンスの

供与 

➢ 契約にライセンスの供与が含まれているか検討した

か。 

➢ ライセンスの供与が他の財又はサービスと別個のもの

であるかどうか、又は別個のものではなくても１つの

履行義務の主要な履行義務がライセンスの供与で

あるかを検討したか。 

・ソフトウェア 

・動画、音楽等の

メディアエンター

テインメント 

・フランチャイズ 

・特許権、商標

権及び著作権 

  

27 ライセンスの

供与 

〈ライセンスを供与する約束が別個のものである場合又

は別個のものではなくても、１つの履行義務の主要な

履行義務がライセンスの供与である場合〉 

➢ ライセンス期間にわたり存在する企業の知的財産に

アクセスする権利か、ライセンスが供与される時点で

存在する企業の知的財産を使用する権利かを検

討したか。 

➢ ライセンス期間にわたり存在する企業の知的財産に

アクセスする権利の場合、一定の期間にわたり充足

される履行義務として会計処理したか。 

➢ ライセンスが供与される時点で存在する企業の知的

財産を使用する権利の場合、その一時点で充足さ

れる履行義務として会計処理したか。 

同上   



No 項目 具体的な取引例 

チェック欄 

YES 
該当

なし 

 

【ライセンスの性質】 

以下の（１）から（３）のすべてに該当する場合、

「ライセンス期間にわたり存在する企業の知的財産にア

クセスする権利」に該当する。いずれかに該当しない場

合は、「ライセンスが供与される時点で存在する企業の

知的財産を使用する権利」に該当する。 

（１）顧客が権利を有している知的財産に著しく影

響を与える活動を企業が行うことが、契約により

定められている又は顧客により合理的に期待さ

れていること 

（２）顧客が権利を有している知的財産に著しく影

響を与える企業の活動により、顧客が直接的に

影響を受けること 

（３）顧客が権利を有している知的財産に著しく影

響を与える企業の活動の結果として、企業の活

動が生じたとしても、財又はサービスが顧客に移

転しないこと 

28 売上高又は

使用量に基

づくロイヤルテ

ィ 

知的財産のライセンス供与に対して受け取る売上高又

は使用量に基づくロイヤルティが知的財産のライセンスの

みに関連しているか、あるいは当該ロイヤルティにおいて

知的財産のライセンスが支配的な項目であるか。 

同上   

29 売上高又は

使用量に基

づくロイヤルテ

ィ 

〈上記 28 に該当する場合〉 

当該売上高又は使用量に基づくロイヤルティについて、

以下の（１）又は（２）のいずれか遅い方で、収益

を認識したか。 

（１）知的財産のライセンスに関連して顧客が売上高 

を計上する時又は顧客が知的財産のライセンス

を使用する時 

（２）売上高又は使用量に基づくロイヤルティの一部

又は全部が配分されている履行義務が充足

（又は部分的に充足）される時 

同上   

30 買戻契約 「企業が商品・製品を買い戻す義務（先渡取引）、

企業が商品・製品を買い戻す権利（コール・オプショ

ン）」を有しているか（下記 31 を検討）、又は「企業

が顧客の要求により商品・製品を買い戻す義務（プッ

ト・オプション）」を有しているか（下記 32 を検討）検

討したか。 

－   

31 買戻契約 〈先渡取引及びコール・オプションの場合〉 －   



No 項目 具体的な取引例 

チェック欄 

YES 
該当

なし 

買戻契約が先渡取引及びコール・オプションの場合、リ

ース取引又は金融取引として会計処理したか。 

32 買戻契約 〈プット・オプションの場合〉 

買戻契約がプット・オプションの場合、リース取引、金融

取引又は返品権付きの販売として会計処理したか。 

－   

33 有償支給取

引 

➢ 有償支給取引があるか検討したか。 

➢ 支給品を買い戻す義務を負っているかどうか検討し

たか（下記34又は 35 を検討）。 

・製造業における

下請けへの部品

加工依頼 

  

34 有償支給取

引 

〈支給品を買い戻す義務を負っていない有償支給取引

の場合〉 

支給品を買い戻す義務を負っていない場合、収益を認

識せず、支給品の消滅を認識したか。 

同上   

35 有償支給取

引 

〈支給品を買い戻す義務を負っている有償支給取引の

場合〉 

支給品を買い戻す義務を負っている場合、収益を認識

せず在庫を計上し続けているか（なお、連結財務諸表

では、支給品の消滅を認識せず在庫を計上するが、個

別財務諸表では、支給品の消滅を認識することができ

る）。 

同上   

36 委託販売契

約 

➢ 委託販売契約があるか検討したか。 

➢ 委託販売契約がある場合、委託先が最終顧客に

販売した時に収益を認識したか。 

－   

37 請求済未出

荷契約 

➢ 請求済未出荷契約があるか検討したか。 

➢ 請求済未出荷契約の収益認識時期が妥当である

か検討したか。 

➢ 残存履行義務（商品又は製品販売後の保管サ

ービスの提供等）があるか検討したか。 

－   

38 全般 収益基準及び収益指針の適用に当たり、重要性を考

慮したか。 

－   

39 全般 自社の経営者及び経理・営業・システム・総務担当者

等に対して収益基準及び収益指針の研修又は説明を

行ったか。 

－   

40 全般 子会社及び関連会社においても検討したか。 －   

41 全般 監査人の残高確認手続において、確認状（確認書）

への金額の記載をどのように行うか検討したか。 

－   

42 全般 収益基準及び収益指針の適用により、売上や利益が

変動し、連結の範囲の変更が必要ないか検討したか。 

－   

43 全般 ➢ 収益の認識時期等の変更による内部統制の変更

が必要ないか検討したか。 

－   



No 項目 具体的な取引例 

チェック欄 

YES 
該当

なし 

➢ 社内の規程の変更が必要ないか検討したか（例え

ば、経理、賞与、ストック・オプション、株式給付信

託制度等）。 

44 全般 〈内部統制監査を受けている場合〉 

収益基準及び収益指針の適用により、売上や利益が

変動し、内部統制の評価範囲の変更が必要ないか検

討したか。 

－   

45 全般 ➢ 予算等の社内資料の変更が必要ないか検討した

か。 

➢ 予算等の変更により、繰延税金資産の回収可能

性、固定資産の減損等への影響がないか検討した

か。 

－   

46 法人税・税

効果 

➢ 収益基準及び収益指針の適用後の法人税におけ

る調整項目を把握したか（法人税法は改正され、

会計と法人税は基本的に一致しているため、上記

「２ 会計方針の変更の取扱い」の「容認処理」を

採用している場合、調整項目が多く出ることは想定

されない。一方、「原則処理」を採用し、過年度の

処理について遡及処理している場合、調整項目が

相当程度、発生することが想定される）。 

➢ 税効果への影響を検討したか。 

－   

47 消費税 ➢ 会計処理の単位（履行義務単位）と消費税の

課税標準の単位（取引・契約単位）が異なる取

引について、会計処理用のデータと消費税用のデー

タの両方を管理できるようにしているか。 

➢ 変動対価の見積りがある取引について、会計処理

用のデータ（変動対価の見積り必要）と消費税

用のデータ（変動対価の見積り不可）の両方を管

理できるようにしているか。 

（消費税法は収益基準及び収益指針に応じて改正さ

れていないため、会計と消費税で異なる点が多く発生す

る可能性がある） 

・ポイント 

・代理人取引に

おける純額処理 

・取引価格を複

数の履行義務

へ配分した場合 

・返品権付き販

売 

・重要な金融要

素が含まれる取

引 

・変動対価 

  

48 借入 財務制限条項等に抵触しないか検討したか。 －   

 


